
○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
六
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を

図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号

の
一
部
の
施
行
に
伴

（

）

い

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化

、
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
個
人
情
報
保
護
委
員
会
関
係

告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
代
理
委
員

大
島

周
平

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率

化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
個
人
情
報
保
護
委

員
会
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
の
一
部
改
正）

第
一
条

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針

平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

（

）

に
改
正
す
る。



第
２
の
１
中「

第
２
条
第
1
4
項
」

を「
第
２
条
第
1
5
項
」

に
改
め
る。

第
４
の
３
中「

第
２
条
第
９
項
」

を「
第
２
条
第
1
0
項
」

に
改
め
る。

（

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

事
業
者
編）

の
一
部
改
正）

第
二
条

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

事
業
者
編）

（

平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護

委
員
会
告
示
第
五
号）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

第
２
の
表
③
の
項
中「

第
２
条
第
８
項
」

を「
第
２
条
第
９
項
」

に
改
め

同
表
⑥
の
項
中「

第
２
条
第
９
項
」

を「
第

、

２
条
第
1
0
項
」

に
改
め

同
表
⑩
の
項
中「

第
２
条
第
1
0
項
」

を「
第
２
条
第
1
1
項
」

に
改
め

同
表
⑪
の
項
中「

第
２
条

、

、

第
1
1
項
」

を「
第
２
条
第
1
2
項
」

に
改
め

同
表
⑫
の
項
中「

第
２
条
第
1
2
項
」

を「
第
２
条
第
1
3
項
」

に
改
め

同
表
⑬

、

、

の
項
中「

第
２
条
第
1
3
項
」

を「
第
２
条
第
1
4
項
」

に
改
め
る。

第
３－

４
⑶
の
表
⑧
の
項
中「

個
人
番
号
カ
ー
ド
」

の
次
に「

又
は
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
」

を
加
え
る。

第
４－

１－

⑴
１
の

中「
第
２
条
第
８
項
」

を「
第
２
条
第
９
項
」

に
改
め
る。

(

注

)

第
４－

３－

⑵
２
Ｂ
ｆ
中「

第
２
条
第
1
4
項
」

を「
第
２
条
第
1
5
項
」

に
改
め
る。

第
４－

３－

⑷
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅰ
中「

法
1
6
」

を「
法
1
6
一
」

に
改
め

同
ⅰ
に
次
の
よ
う
に
加

〈

：

〉

、



え
る。

※
個
人
番
号
利
用
事
務
等
で
性
別
情
報
を
利
用
し
て
い
る
場
合
（
券
面
に
性
別
の
記
載
が
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
提
示
を
受
け
て
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
I
C
チ
ッ
プ
の
読
み
取
り
に
よ

り
性
別
情
報
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
1
6
た
だ
し
書
）
。

第
４－

３－

⑷
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅱ
中「

ⅰ
以
外
の
場
合
」

を「
ⅰ
及
び
ⅱ
以
外
の
場
合
」

に
改
め

〈
：

〉

、

同
ⅱ
を
同
①
ⅲ
と
し

同
①
ⅰ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

、

。

ⅱ
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
場
合

内
閣
総
理
大
臣
が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
確
認

（
法
1
6
二
）

別
冊
の
各
論
１－

⑴
１
の

中「
第
２
条
第
８
項
」

を「
第
２
条
第
９
項
」

に
改
め
る。

(

注

)

別
冊
の
各
論
３－

⑷
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅰ
中「

法
1
6
」

を「
法
1
6
一
」

に
改
め

同
ⅰ
に
次
の
よ
う

〈

：
〉

、

に
加
え
る。

※
個
人
番
号
利
用
事
務
等
で
性
別
情
報
を
利
用
し
て
い
る
場
合
（
券
面
に
性
別
の
記
載
が
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド



の
提
示
を
受
け
て
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
I
C
チ
ッ
プ
の
読
み
取
り
に
よ

り
性
別
情
報
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
1
6
た
だ
し
書
）
。

別
冊
の
各
論
３－

⑷
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅱ
中「

ⅰ
以
外
の
場
合
」

を「
ⅰ
及
び
ⅱ
以
外
の
場
合
」

に

〈

：

〉

改
め

同
ⅱ
を
同
①
ⅲ
と
し

同
①
ⅰ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

、

、

。

ⅱ
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
場
合

内
閣
総
理
大
臣
が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
確
認

（
法
1
6
二
）

（

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

行
政
機
関
等
編）

の
一
部
改
正）

第
三
条

特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

行
政
機
関
等
編）

（

平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報

保
護
委
員
会
告
示
第
六
号）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

第
２
の
表
④
の
項
中「

第
２
条
第
８
項
」

を「
第
２
条
第
９
項
」

に
改
め

同
表
⑥
の
項
中「

第
２
条
第
９
項
」

を「
第

、

２
条
第
1
0
項
」

に
改
め

同
表
⑦
の
項
中「

第
２
条
第
1
0
項
」

を「
第
２
条
第
1
1
項
」

に
改
め

同
表
⑧
の
項
中「

第
２
条

、

、

第
1
1
項
」

を「
第
２
条
第
1
2
項
」

に
改
め

同
表
⑬
の
項
中「

第
２
条
第
1
2
項
」

を「
第
２
条
第
1
3
項
」

に
改
め

同
表
⑭

、

、



の
項
中「

第
２
条
第
1
3
項
」

を「
第
２
条
第
1
4
項
」

に
改
め
る。

第
３－

４
⑴
イ
中「

第
２
条
第
1
2
項
及
び
第
1
3
項
」

を「
第
２
条
第
1
3
項
及
び
第
1
4
項
」

に
改
め
る。

第
３－
４
⑶
の
表
⑧
の
項
中「

個
人
番
号
カ
ー
ド
」

の
次
に「
又
は
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
」

を
加
え
る。

第
４－

１－
⑴
１
の

中「
第
２
条
第
８
項
」

を「
第
２
条
第
９
項
」

に
改
め

同
１
Ａ
ａ
中「

第
２
条
第
1
0
項
」

を

(

注

)

、

「
第
２
条
第
1
1
項
」

に
改
め
る。

第
４－

３－

⑶
１
Ａ
中「

第
２
条
第
1
4
項
」

を「
第
２
条
第
1
5
項
」

に
改
め
る。

第
４－

３－

⑸
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅰ
中「

法
1
6
」

を「
法
1
6
一
」

に
改
め

同
ⅰ
に
次
の
よ
う
に
加

〈

：

〉

、

え
る。

※
個
人
番
号
利
用
事
務
等
で
性
別
情
報
を
利
用
し
て
い
る
場
合
（
券
面
に
性
別
の
記
載
が
な
い
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
提
示
を
受
け
て
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
I
C
チ
ッ
プ
の
読
み
取
り
に
よ

り
性
別
情
報
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
1
6
た
だ
し
書
）
。

第
４－

３－

⑸
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅱ
中「

ⅰ
以
外
の
場
合
」

を「
ⅰ
及
び
ⅱ
以
外
の
場
合
」

に
改
め

〈

：

〉

、

同
ⅱ
を
同
①
ⅲ
と
し

同
①
ⅰ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

、

。



ⅱ
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
場
合

内
閣
総
理
大
臣
が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
確
認

（
法
1
6
二
）

第
４－

５
１
の

中「
第
２
条
第
1
4
項
」

を「
第
２
条
第
1
5
項
」

に
改
め
る。

(

注

)

附

則

こ
の
告
示
は

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化

、

及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日

令
和
七
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

次
に
掲
げ
る
規
定
は

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

（

）

。

、

、

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

事
業
者
編）

第
４－

３－

⑷
●

参
考
１

〈

：

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅰ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
冊
の
各
論
３－

⑷
●

参
考
１

本
人
確
認
の
概
要

〉

〈

：

〉

①
ⅰ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

二

第
三
条
中
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

行
政
機
関
等
編）

第
４－

３－

⑸
●

参
考

〈



１

本
人
確
認
の
概
要

①
ⅰ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

：

〉


